
野外焼却は原則禁止！
　久留米広域消防本部管内では、庭先での落ち葉
焼きが住宅に燃え移り火災になった事例など、野
外焼却に起因する火災が多く発生しています。野
外焼却は「一部の例外」を除き、法律で禁止され
ています。なお、「一部の例外」により野外焼却
を行う場合は、必ず次のことに注意してください。

久留米広域消防本部浮羽消防署☎ 0943-72-4193

※「一部例外」である野外焼却を行う際の注意点
①風の強い日は絶対に行わない
②周囲に燃えやすいものがない場所で行う
③消火の準備をしてから行う
④その場を離れず、最小限の量を焼却するれず、最小限の量を焼却する
⑤火が消えた事を確認する⑤火が消えた事を確認する
⑥近隣住民の迷惑とならないように行う⑥近隣住民の迷惑とならないように行う

③交通事故の発生状況
　　　　　　　　　　【もしかして・
　　　　　　　　　　　とまる・みる・
　　　　　　　　　　　　まつ・たしかめる】
テレビや新聞等で報道される交通事故は決
して他人事ではありません。
ちょっとした不注意が重大事故に発展する
おそれがありますので、「〜かもしれない」
の予測運転を身につけましょう。

【自転車盗の増加】
鍵をかけていない自転車の盗難が増加
しています。自転車から離れるときは必ず二重ロック
を心掛けましょう。

②ニセ電話詐欺の発生状況　　

≪うきは署管内で発生した事故・事件について≫
①刑法犯の発生状況
　

【アポ電に注意】
家族や警察官、市役所の職員な
どになりすまして、金銭を要求
したり、個人情報を聞き出した

R4
（前年比）

被害件数 被害額
5 535万円

（+2） （-3,988）

No.35No.35「マンション・集合住宅」の防災「マンション・集合住宅」の防災
日時 : 4 月 21 日（金）
          13：30 〜 15：00
場所 : るり色ふるさと館
メニュー
○ マンション防災について　　
○みんなでトーク（話題自由）

ためになる話題が沢山です。
お誘いあってお越しください。

課題　・電気、ガス、水道が止まる　・トイレが使えない　
　　　・エレベーターが停止する　・玄関ドアーが開かない　
　　　・孤立化した室内の様子が分からない

⃝ 発災時の活動　各棟ごとに行います
▶入居者の安否の確認　▶建物等の安全確認　▶情報の収集・伝達

マンションごとの自主防災の取り組みが必要

③ 机の下に身を隠す。  震度 5 以上の場合、基本的には何もできま
    せん。下手に動いてケガをしないように、机の下に身を隠して
    揺れのおさまるのを待ちます

あなたが家にいる時に大きな地震が起きた場合、最初にとる行動で正しいのは？
①ドアーや窓を開ける。②ガスの元栓を閉める。③机の下に身を隠す。

防災防災
　クイズ　クイズ

りする『アポ電』が多発しています。『アポ電』
は、詐欺や強盗に発展することがあります。
このような電話があった場合は、警察に通
報してください。

今年も安全・安心なまち『うきは市　田主丸町』　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　のために業務に邁進します！

広報うきは　2023.4　24


